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午後１時59分開会 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

    ◎開会 

○会長 定刻１分前ですが、本日出席予定の方全員のご出席を得ていますので、ただいまより

平成23年度の第１回の新宿区環境審議会を開催したいと思います。 

  大変お忙しいところ、お集まりいただき、ありがとうございます。 

  では、事務局のほうから、本日の出席状況について、ご報告をお願いします。 

○環境対策課長 事務局の環境対策課長でございます。本日は、野村委員と崎田委員よりご欠

席の連絡をいただいております。定数は16名なので、審議会規則で開催条件は満たされて

おります。 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

    ◎事務局説明 

○会長 ありがとうございました。 

  それでは、議題に入ります前に、委員の方の人事異動による変更がありましたので、その

報告を事務局からお願いいたします。 

○環境対策課長 では、人事異動により委員の変更がありました。株式会社伊勢丹の木村秀雄

委員から、株式会社三越伊勢丹ホールディングスの小川達夫委員に代わりました。また、

東京ガス株式会社の近藤喜則委員から横山武委員に代わりました。また、区側ですが、委

員及び事務局に変更はありませんが、幹事の変更がありましたので、名簿をお配りしてい

ます。 

  今回、新たに委員をお願いする方には、本来であれば、区長から、直接、委嘱状をお渡し

すべきところですが、本日は机上に置かせていただきました。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○会長 ありがとうございました。 

  それでは、代わられた各委員の方に、突然で恐縮でございますが、一言ずつごあいさつを

お願いしたいと思います。 

  初めに、株式会社三越伊勢丹ホールディングスの小川達夫委員からお願いいたします。 

○小川委員 初めまして。三越伊勢丹の小川でございます。よろしくお願いいたします。 

  私は、2007年から環境対策のほうに従事しておりまして、新宿区様とのかかわり等との

関係で、小川がよかろうということで指名を受けまして参加させていただいております。
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よろしくお願いいたします。 

○会長 よろしくどうぞ。ありがとうございました。 

  次に、東京ガス株式会社の横山武委員からお願いいたします。 

○横山委員 東京ガス中央支店長の横山と申します。どうぞよろしくお願いします。 

  区の環境行政にエネルギー会社として貢献できればと思っております。よろしくお願いし

ます。 

○会長 よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

  次に、東京電力から、今夏の節電の協力についてお礼を言いたいとの申し出がございまし

たので、戸梶俊広委員、どうぞお願いいたします。 

○戸梶委員 まずその前に、３月11日の東日本大震災に伴いまして、私どもの福島第一原子

力発電所の事故によりまして、大変、皆様方にご迷惑とご心配をおかけしていることにつ

きまして、深くおわび申し上げます。 

  その後の計画停電その他、それから今夏の節電に対しまして、大変なご協力をいただきま

して、おかげさまをもちまして、当初の目標の15％の節電、最大需要電力に対しまして

15％ということを達成いたしましたし、区ベースではまだわかりませんが、東京23区ベー

スでも、東京電力のエリア以上に、東京都の方が大変ご努力いただいて、それより尐し節

電効果が出ているということでございまして、これも皆様のおかげでございます。この場

をかりて、御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

○会長 ありがとうございました。 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

    ◎事務局説明 

○会長 それでは、本日の議題について、事務局からご説明をお願いします。 

○環境対策課長 それでは、お手元の次第をごらんいただきたいと思います。 

  本日は、１つ目といたしまして、「新宿区第二次環境基本計画の策定について（諮問）」

です。２つ目として、「平成22年度ＩＳＯ14001の結果報告について」です。３つ目として、

「その他」です。 

  以上です。 

○会長 わかりました。限られた時間ですので、進行のほどよろしくお願いします。 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

    ◎新宿区第二次環境基本計画の策定について（諮問） 
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○会長 では、まず議題の１ですが、「新宿区第二次環境基本計画の策定について（諮問）」

となっています。事務局から説明をお願いします。 

○環境対策課長 それでは、まず新宿区第二次環境基本計画の策定について、お手元の資料に

基づいてご説明いたします。その後、委員の皆様にご質疑をしていただいた上で、専門部

会の委員の選出をお願いしたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

  では、まずお手元の資料の１ですが、諮問という文書がお手元に配付されているかと思い

ます。これは、新宿区の環境基本条例第21条の規定により、環境審議会に対して区長が諮

問するということです。 

  諮問事項としては「新宿区第二次環境基本計画」の策定についてです。 

新宿区では、平成16年に「新宿区環境基本計画」を策定し、平成20年には計画の改定を

行い、「地球温暖化、ヒートアイランド現象を防ぐ」を重要課題として新たに基本目標に

追加し、環境施策を推進しているところです。 

  また、平成23年３月、ことしの３月に「新宿区地球温暖化対策指針」を策定し、平成32

（西暦2020）年の二酸化炭素排出量を平成２（西暦1990）年度比で25％削減するという目

標を掲げ、地球温暖化対策を推進するための具体的な施策を示したところです。 

  諮問の内容としては、現在の環境基本計画の期間が、平成15年度から平成24年度である

ことを踏まえ、さらなる「みんなでつくる快適なまち－環境都市・新宿」を目指し、平成

25年度から平成34年度の10年間を計画期間とする第二次環境基本計画の策定を行って、区

民、事業者、また様々な団体との協働によって、新たな計画を推進していくということで、

環境審議会に対し第二次環境基本計画の策定について諮問するということです。 

  審議会のお答えをいただく答申の期限ですが、来年、平成24年12月31日ということです。

本日付で区長から環境審議会に諮問するということです。 

  その資料の後ろにスケジュールを示しています。本日、諮問をいたしまして、それから平

成23年度については、本日が今年度の環境審議会第１回目となりますが、２回目を11月１

日に予定しております。この際には、その原案をつくる専門部会も発足させていこうとい

うことで、11月１日の第２回環境審議会の際に、エネルギー関係に造詣が深い飯田哲也氏

をお呼びして、そのお話を聞いた上で、今回の第二次環境基本計画の策定を進めていきた

いということです。この件に関しましては、区長からそのような要請を受けておりますの

で、区長の附属機関ということで、審議会の皆様方と専門部会の皆様に一緒にお話を聞い

ていただいた上で、審議を進めていくということです。 
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  その後、現在の環境基本計画の評価、また数値目標等を整理して、今後の環境基本計画を

どうしていくかについては専門部会等々で検討を進めていく。進めるに当たっては、今年

度の準備作業のコンサルタント業者として国際航業をプロポーザルにより選定し、地球温

暖化対策指針の策定と同様に進めていきたいということです。 

  来年度に入り、いよいよ専門部会でたたいた案を環境審議会でまた審議していただいて、

来年の９月以降にパブリックコメントをかけて、その結果も踏まえて、審議会の答申の案

を確定して、区長に答申をするということです。 

  来年度、平成25年３月になりますが、平成24年度末のところで新たな第二次の環境基本

計画を策定するという予定で進めたいと考えております。 

  １つ目の議題に関しての説明は、以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  では、今回の諮問、新宿区第二次環境基本計画の策定についてということで、内容と、大

体のスケジュールについて説明がありましたが、何かご質問やご意見はありませんか。 

  よろしいでしょうか。では、大体このスケジュールで進行するということですので、よろ

しくご協力のほどお願いします。 

  では次に、事務局から、専門部会について、ほかにありましたら、ご説明をお願いします。 

○環境対策課長 次に、専門部会の設置と委員の選出です。 

  これに関しては、お手元に資料は特にありませんが、今回の第二次の環境基本計画を策定

していくに当たって、まず原案を作っていただく。この前、地球温暖化対策指針を策定し

たときと同様に、ある程度、実務的な観点から専門部会で原案を作り、それを環境審議会

に上げて確認等々していただくという形で進めていきたい。今回も、専門部会を、この環

境審議会のもとに設置して進めていきたいというふうに考えております。 

  つきましては、この専門部会の設置に当たって、委員の選出をお願いしたいと考えており

ます。そのような形で進めさせていただければというふうに思います。 

○会長 何か特にご意見はございますか。 

○瀧口委員 今の進め方とおっしゃいますのは、コンサルを使われるわけですね。それで、専

門部会とコンサルとの関係はどんなふうになるのですか。 

○環境対策課長 基本的に、専門部会で原案をつくって、それを環境審議会に持ち上げて審議

していただくという形で、コンサルはあくまでアドバイスというスタンスですね。 

  アドバイスなのですが、実際にはさまざまな審議をしていただきますので、それを、例え
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ば会議録をつくったり、意見を取りまとめたり、もしくは必要なデータ、こういうデータ

が必要だということで、コンサルにそのデータを調査してもらったり、そういう形で進め

たいと思います。 

○瀧口委員 専門部会は何人ぐらいで構成されるのですか、前回は？ 

○環境対策課長 前回の地球温暖化対策指針をつくったときとおおむね同じような形でやりた

いとは思うのですが、地球温暖化対策指針のときは12名でした。 

○会長 よろしゅうございますか。 

  では、ほかにございますか。 

○犬塚委員 今お話がありました専門部会ですが、多分、新宿区の環境基本計画の特徴として

は、温暖化対策、エネルギーを絡めた温暖化対策が大きな課題として認識され、またそれ

をどうするかというので、基本計画になるかなという話の中で、いつもご案内のように環

境基本計画はそれ以外の政策分野についてもきちんと抑える必要がありますね。そうする

と、その専門部会が、この前の指針は本当にピンポイントの課題のための構成でわかりや

すかったのですが、今回からほかの領域のことを考えると、専門部会は、１つなのか、あ

るいは２つ、３つというふうに分けて考えていくのか。また、それにふさわしい人選をこ

のメンバーの中でやるのは承知なのですけど、どうなのでしょうかね。一応この中からメ

ンバーを人選するにしても、部会の１つで、その中でいろんな施策、領域の課題を議論す

るのか、あるいはさらにまた分けるのか、その後の運営の仕方について、ちょっと目論見

があればお知らせいただきたいと思います。 

○環境対策課長 今、一応、事務局の案といたしましては、専門部会は１つというふうに考え

ております。 

  前回の地球温暖化対策のときには、かなり絞られた検討項目でしたが、今度、環境基本計

画は、例えば緑ですとかまちづくりですとか、そういう面の部分もかなり入っております。 

  もともと環境審議会自体は、この環境基本計画を検討していくというところにあるわけで、

今回のメンバーというのは、元々が環境基本計画という幅広いものに対応していくという

ことでございます。 

  そういう中で、専門部会の中で、やはり今、犬塚委員がおっしゃったように、前回よりは

幅広いものなので、そこのところは、前回も、若干の学識経験者をプラスした構成になっ

ておりましたので、必要に応じて、どういう分野の人間がいたほうがいいというご意見が

ありましたら、我々としても、またその辺のところを考慮して、尐し幅を広げたような形
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はつくりたいと思います。今のところは、部会を幾つかつくるというのはちょっと考えて

おりません。 

○犬塚委員 わかりました。ありがとうございます。 

○福井委員 この専門部会というのは、今回の基本計画に対する専門部会ですね。スケジュー

ルを見ましたら、専門部会全体で７という会議のカウントがしてあるのですけれども、環

境審議会というのは任期があって、この形だと、多分、来年度の１回目ぐらいで交代して

しまう形になると思うのですけれども、それは、任期優先ということで、２つの環境審議

会にまたがってするということになるわけですね。それは別に支障はないのですか。 

○会長 その辺ちょっと事務局も大変ですね。 

○環境対策課長 確かに、今回の環境審議会の委員が来年の７月で任期になって、今度の環境

基本計画をつくる計画策定が25年３月までかかりますので、任期が切れてからもという話

になってしまいます。７月に一応改選をしますので、そこから環境審議会は新たなメンバ

ーなのですが、実質上は、学識経験者とか事業者の方というのは、通常、何か支障がない

限り更新していくので、一番問題になるのは公募委員の方ですね。公募委員の方、区民の

方は途中で入れかわってしまうので、前回のときは、専門部会は、やはり途中で入れかわ

ってしまうと話がわからなくなるので、公募委員の方には環境審議会の委員の任期満了後

も専門部会委員は継続してお願いしました。環境審議会には、新たに、新しい公募委員の

方に入っていただき、そういう意味では、より多くの区民の方が参加することになるので、

よいのではないかと考えております。 

  もちろん、学識経験者とか事業者の方も、もしそこで入れ替わりがあれば、その際にまた

調整するということは必要です。 

○会長 よろしいですか。ほかにありませんか。 

  では、ないようでしたら、具体的にどうするかという話になりますが、事務局と多尐相談

して、どういうふうな構成にしようかというのは、今までの例を参考にしながら、案を作

ってみたのですが、１つは、まず区民代表の公募委員の皆さんに専門部会の委員をお願い

したいということですね。 

  それから第２番目に、事業者代表の方につきましても、前回の指針作成の際と同様に入っ

ていただけたらいいのではないかということですね。 

  ただし、委員としてご出席は、実際の業務に精通した方にお願いしたいと思いますので、

９月30日の金曜日までに専門部会委員の氏名などのご報告を事務局にお願いしたいと思い
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ます。事業者の方もいろいろな専門があったり、代表の方はご多忙過ぎて無理だとか、環

境に特化されたこういう人がいいということがあるかと思いますので、そのように考えて

おります。 

  それから、環境審議会の学識経験者の選任につきましても、ご異議がなければ、前回同様、

選任させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  いかがでしょうか。何かご意見等ありましたら伺いたいと思います。 

○環境対策課長 補充確認ですが、現在５人の公募の区民委員の方がいらっしゃいまして、先

ほどのご質問等でもありましたが、来年の７月で、一応、任期が切れますが、それ以降も

専門部会の委員だけは、引き続きやっていただくことになります。その点を考えていただ

いて、もしそれ以降はちょっと無理だということであれば、今の段階で専門部会のほうに

入らないということも可能なので、全員に入っていただけるのか、そのあたりのところを

確認していただけますでしょうか。 

○会長 区民代表の公募委員の方が入られた場合には、いろんな分野の方が出てこられるとい

うことになるのでしょうか。 

○環境対策課長 一応、来年の７月で環境審議会の任期が終わってしまいますが、専門部会だ

けは引き続いて25年３月までやっていただかないといけないので、引き続いてやっていた

だけるかどうかということの確認です。もし無理であれば、環境審議会のほうだけという

ことで……。 

○会長 きょうここでご意見を賜ったほうがいいですか。 

○環境対策課長 できればおっしゃっていただければいいのですが、今のところ特に問題がな

いということであれば、全員参加ということで、もし後日確認されて、専門部会のほうは

無理だということであれば、９月30日までに事務局あてにご連絡いただければと思います。 

  今後、何か都合でということは当然あると思いますが、一応、区民委員の方に関しては、

現在のところは全員参加ということで考えさせていただきます。 

○犬塚委員 特に不都合はないかなと思いますので。 

○会長 せっかくの機会ですので、お願いできたらというふうに思います。 

○環境対策課長 ほかの区民の方もよろしいですか。 

○会長 はい、わかりました。本審議会になりましても、大体決まったようなのが出てきて、

意見を言っても言うだけというふうに、ただそういう専門部会に入られていると、その辺

の流動性があるし、また意見も取り入れてもらいやすくなるというような、そういう利点
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がありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  では、事業者の方、よろしいですか。よろしくご協力のほどお願いします。 

  とにかくきょうはよろしいですね、この間と同じです。 

  では、ありがとうございました。これで専門部会委員の選任に関しては終わらせていただ

きます。 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

    ◎平成２２年度ＩＳＯ14001 エネルギー使用量等結果報告について 

○会長 では、議題は、２番目に移りまして、「平成22年度ＩＳＯ14001 エネルギー使用量

等結果報告について」ということで、事務局からご説明をお願いします。 

○環境対策課長 それでは、平成22年度のＩＳＯ14001の結果ということで、お手元に、資料

２、「平成22年度エネルギー使用量等について」という資料があるかと思います。これに

基づいてご報告したいと思います。 

  まず、１のエネルギー使用量削減の取り組みですが、目標値でございますが、第３次の庁

内地球温暖化対策実行計画に基づいて、平成22年度は平成17年度の実績値から1.5％削減を

目標として設定しております。 

  使用量増減にかかる为な要因でございますが、エネルギー使用量の増減の为な要因は、①

として職員の省エネ活動による削減、②として平成18年度以降の施設開館時間の延長や新

しい施設の開設による増加等、また③として気象条件による増加・減尐等です。 

  電気及びガス使用量は、気温変化に伴う空調設備の稼働状況により、増加・減尐するとい

うことです。 

  21年度は、梅雤明けが遅れ夏期期間は低温でしたが、22年度は、猛暑により気温が上昇

したということで、かなり使用量が上がってしまいました。 

  参考に８月の平均気温を示しています。 

  内容ですが、２の庁有車の燃料の使用量については、まずガソリンですが、グラフにあり

ますように、22年度の目標値が一番左のところ、ガソリンのところに４つ棒グラフがあり

ます。一番左のところが22年度の目標値で、次の茶色の棒が22年度の実績値で、目標値を

上回ってしまっているので、これは目標が達成できなかった、目標値を10.6％ほど超過し

てしまったということです。 

  この原因は、使用量全体の約35％を占める環境清掃部の小型清掃車両の稼働率の増加で、

狭小路地でのごみ回収の増加に伴い、使用量が増加しているということが原因だと考えて
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おります。 

  軽油に関しても、同じような形のグラフがございまして、やはりグラフの伸びが大きくな

っています。42.3％超過ということで、これは増車が为な原因で、22年度から新たに４台

のハイブリッド型清掃車両がＬＰガス車にかわり導入されたために、軽油の使用量がふえ

ました。これと行って来いの関係にあるのですが、ＬＰ車は目標を達成しておりまして、

これは、車両が減車したということで、ガソリン・軽油の清掃車両の使用率が上がった分、

ＬＰガス使用量が減ったという関係にあります。 

  清掃車両では、燃費向上及びＣＯ２排出量削減のために、ＬＰガス車から、より効率のい

いハイブリッドディーゼル車への転換を進めているということです。 

  ３の電気、ガス、水の使用量ですが、まず電気についてですが、区と学校部分に分けて書

いてありますが、区の部分も学校部分も、両方とも目標を上回ってしまい、目標未達成と

いうことです。 

  为な原因として、猛暑による空調の使用、先ほども申しましたように、22年度が猛暑だ

ったということで、空調使用等がふえたということです。 

  次に、ガスでございますが、これも区と学校部分と分けて書いてありますが、両方とも目

標を上回り、原因としては、やはり猛暑によって、役所の場合ガス空調のところがかなり

多いということで、目標値を達成できませんでした。 

  次に、水使用量に関しては、区に関しても学校部分に関しても、全体としても、削減目標

を上回る削減ができました。これは、22年度は、猛暑で水遊びとか水やりとかは増えまし

たが、一方で節水こまを積極的に導入して、これによって使用量はかなり抑制され、目標

が達成できました。 

  ４の紙の使用量ですが、これも全体として目標は達成できませんでした。この原因として

は、新規の事業等々が増えてそれに伴う印刷物が増加したり、また例えば地域文化部など

では、国勢調査の実施の年に当たり、国勢調査に伴って紙の使用量が増加した等々の原因

があります。 

  次に、廃棄物の排出量ですが、廃棄物の排出量を可燃ごみと不燃ごみ、そしてまたその下

に可燃ごみと不燃ごみを分けた図があります。全体としては、区の部分では目標は達成し

ていますが、学校の部分では目標が達成できなかった。これは、学校の統廃合等々ありま

して、学校の統廃合があると、複数校を１つの学校にしてしまうので、不用品がいっぱい

廃棄されるというようなこともあり、増加しています。ただ、区と学校を合わせた全体と
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しては目標を達成しています。 

  また、17年度と現在は廃棄物の分別の仕方が異なるため、可燃ごみと不燃ごみは、一方

がふえれば、他方が減るという関係にあり、可燃、不燃、両方合せて評価する必要がある

のではないかと考えています。 

  あとは、グラフによりなるべくわかりやすくお示ししてあります。これを数値データ化し

てあるのは以下のページなので、それは参考に見ていただければ、大まかな流れはこのグ

ラフと説明でご理解いただけるかと思います。 

  ＩＳＯの報告は以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

  では、ご質問、ご意見、どうぞお願いします。 

○瀧口委員 私は、昨年いっぱいまで、何年間もＩＳＯの審査員もやってまいりましたが、こ

れだけにまとめられるというのは大変なご苦労があったと思いますし、またこの審査の前

の１週間、10日間も大変だったろう。よく私はわかります。 

  一方、これを維持していくのか、今後どうされるご計画でしょうか。今後もずっと続けて

いかれるわけですか。 

○会長 はい、どうぞ。 

○環境対策課長 滝口委員ご指摘のように、ＩＳＯに関しては、さまざまなデータをまとめて、

我々も、何回も試行錯誤の末、やっと、今わかりやすい形にまとまるようになっておりま

して、ここ12年間やっております。そういう中で、ＩＳＯも手続がかなり大変なので、そ

ういう負担をいかに全庁的に分担して、それをいかに効率的にやるかということで、事務

局としても、毎年、頭を絞りながら、またいろいろ各所管の意見を聞きながらやっている

ところです。現状としては、東京都のエネルギー報告、また国のエネルギー報告も始まり

ましたが、それもＩＳＯの仕組みの中で取り組んでいます。そういうことも考慮して、今

後もＩＳＯを継続していくかということは、我々も常に検討はしていますが、現在のとこ

ろは、うまく新宿区なりのＩＳＯをつくっていくことによって、現状の枠組みを使いなが

ら、継続していきたいと考えています。 

○瀧口委員 これを継続するとなりますと、何百万か経費がかかりますし、私は公募区民で来

ておりますと、私も毎月何万円かの区民税を払っておりますと、果たしてこれを継続して

いくべきかどうかというのは、私は、昨年この審議会に入ったときから、ずっと疑念を持

ち続けておりました。 
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  私の体験、経験からいいますと、私が審議会長をしていた厚木市は、大体、新宿区と同じ

ぐらい、22万の人口ですけれども、もうとっくに返上いたしました。 

  それから、最近、審査のほうで行きますと、地方自治体というのはどんどん減っているん

ですよね。それは、税金をそういうものに使うということに対する抵抗があって、そのた

めにどんどん返上すると。そして、優秀な、区の区役所の方がやれば、このくらいのこと

は、何もＩＳＯを介さなくても、一度ＩＳＯのシステムができ上がってしまえば、もう区

で独自にやれるのではないかというような考えで、みんな返上したような思いがあるんで

すね。ＩＳＯシステムとすれば、返上がいいかどうかですけれど、民間企業は、それなり

にペイしているところがありますから、ＩＳＯの取得でペイしているからいいのですけれ

ども、地方自治体の場合、もう尐し長い目で見た場合に、この継続していくということに

対して、私はタックスペイヤーとして大分疑念を持ちますが、そこを勘案したうえで続け

るというお考えでしょうか。 

○会長 えらい難しい問題になって、課長１人の意見では、答えは決められないでしょうから、

ご参考まで、ご意見として承っておけばよろしいのではないですか。 

○環境対策課長 尐し簡単にコメントしますと、会長におっしゃっていただいたように、本当

に今そういう視点というのは非常に重要だと思います。例えば23区の中でも、途中から返

上している区もあり、そういうところの話も聞いたりもしています。区にも、環境基本計

画推進本部という区長をトップとした会議があって、そういうところで議論をされること

もあります。そういう中で、我々が認証を継続していくことの、いわゆる費用対効果の問

題ですが、そういうこともまた慎重に考慮して、区としては、実際には金額的にはかなり

安くやってもらっているという面はありますが、それはそれとしても、今後どういう形で

こういう仕組みを維持していくかは、慎重によく検討して進めたいと思いますので、貴重

な意見としてお伺いしておきます。 

○会長 ほかにございますか。 

○鈴木委員 庁有車の燃料の使用量についての質問ですけれども、これは清掃車ですよね。こ

れは全部で何台の統計なのでしょうか。 

  それと、ＬＰＧからディーゼル車に変えているという理由ですね。なぜそうなっているの

か。軽油またはそれのＣＯ２の排出量の削減のためにやっているのか、またはそのほかの要

因があるのでしょうか。日本は別として、ヨーロッパ諸国ではディーゼルが基準になって

いて、その辺、よく存じ上げているのですけど、その方向に動いているのですか。 
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○環境清掃部長 今日、ちょうどお渡ししている事務事業概要というのがございます。これの

11ページに、直営車両の維持管理というのがありまして、上から３つ目の項目、ここで清

掃事業の直営車両といいまして、要するにこれは、区で持っていて、区の職員が運転して

いる車両です。これには、現在56台の清掃車両を使っております。 

○鈴木委員 それと、ＬＰ車からディーゼル車に変えるという理由は何かあるのですか。 

○環境対策課長 理由は、そこのグラフの右の枠の欄の下の米印のところにも書いてあるので

すが、我々が確認したところ、燃費の向上とＣＯ２排出量削減、これが、ＬＰ車よりもディ

ーゼルハイブリッド車のほうがよりいいということなので、そのように転換しているとい

うことです。 

○鈴木委員 清掃車だとか貨物というのは、今、いすゞ、または三菱だとかマツダがあるので

すけれども、ＬＰ車が、全部、生産が、今、中止になっている。ですから、今後において、

ＬＰ車の貨物の清掃車というのは見込めない。もう生産していない。それを覚えておいて

いただいたらよろしい。 

○環境清掃部長 車両については、一時期は、ＣＮＧがいいとか、電気がいいとかいろいろあ

りましたけれども、やはり価格の問題と、それから効率の問題で言って、今はディーゼル

ハイブリッドが一番いいだろうというふうに言われていますので、今後もその辺を中心に

進めていくということになっております。 

○鈴木委員 ＬＰ車はもう使えなくなるのです。ちょっとそれを覚えておいてください。あり

がとうございます。 

○会長 どうもありがとうございました。 

  ほかに、どうぞ。 

○甲野委員 この評価、エネルギーの使用とか廃棄物とか、これはＣＯ２の放出とか排出量に

ある係数を掛けて評価する。そういうふうなこともやられておりますけども、その辺のと

ころはどうなのでしょうか。場合によっては、ごみなんかに至るまで、全部、係数を掛け

て、ＣＯ２放出量に換算して評価をする。そういうふうなやり方もありますけれども。 

○環境対策課長 今のＣＯ２換算ですが、21年度の結果まではＣＯ２換算してあるのですが、

22年度に関してまだ換算しておりませんので、これはまた換算してホームページ等に公表

したいと思います。 

○会長 ほかにございますか。 

  では、ありがとうございました。今後の問題もご意見の中に出てまいりましたけど、また
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役所のほうで検討していただくということになると思います。 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

    ◎その他 

○会長 では、次に残されました、３ その他ということで、事務局のほうからご説明をお願

いします。 

○環境対策課長 それでは、その他ですが、今年度第１回目の環境審議会ということですので、

今年度の環境施策、もう既に実施してしまったものもありますし、今後、実施していくも

のもありますが、その概略をご説明したいと思います。 

  お手元に、先ほど見ていただきました事務事業の概要という冊子と、もう一つは、右上に

資料３と書いてあります新宿区の为要な施策という資料があるかと思います。まず、事務

事業の概要により、为な施策を簡単にご説明したいと思います。 

  これは環境清掃部の事務事業ですが、ページを開いていただきますと、１ページ目のとこ

ろに、「部の組織と職員数」ということで、環境清掃部というのが全体で290名でというふ

うなことが書いてあります。環境清掃部には、環境対策課、生活環境課、新宿清掃事務所

というように大きく３つの組織がありまして、この環境審議会で議論していただくのは、

为に環境対策課が所管している事業です。 

  次のページ、２ページを開いていただきますと、先ほどお金のこと等がありましたので、

こういう機会ですから、簡単にご説明しておきますと、（１）の歳入予算ということで、

歳入がこの環境清掃部でどのくらいあるかといいますと、その合計のところにありますが、

平成23年度の予算での歳入は約７億ということです。歳出の方ですが、やはりその合計欄

にありますが、環境清掃費は約84億ということです。 

  歳入と歳出の差は、いわゆる一般財源、区民税等で対応するということです。 

  あと、事業のほうの説明を中心にしたいと思いますので、ページをめくっていただきまし

て、７ページから、環境対策課、生活環境課、そして清掃事務所というふうにありますが、

環境審議会に関しましては、環境対策課の部分が中心になるかと思いますので、その辺の

ところをさらさらっと見ていただければと思います。 

  ７ページの上の環境対策課ですが、今やっている仕事、一番初めに環境審議会の運営、こ

れは条例に基づいた区長の附属機関ですので、これを一番初めに書いてあるわけですが、

右に、予算等も、これが133万1,000円、予算額等が書いてあります。 

  このような形で、環境白書の作成、またＩＳＯ14001の推進、そして測定調査ということ
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で、大気質の調査、またダイオキシンの調査、また環境測定システムの維持管理というこ

とで、大気質等々の調査をやっています。 

  あと、環境学習・環境教育の推進、そして地球温暖化対策の推進、地球温暖化対策は８ペ

ージのほうに個別に書いています。区が取り組む地球温暖化対策、また事業者の活動へ支

援して取り組む温暖化対策、そして区民の省エネルギー意識の啓発という、区、事業者、

区民の３つの視点から地球温暖化対策を進めています。 

  次は、エコライフ推進員の活動、また環境学習情報センターの管理運営、リサイクル活動

センターの管理運営、これが２章ですね。現在、進めている新宿リサイクル活動センター

の建設、このようなところが、環境対策課が進めている事業でございます。 

  生活環境課、また清掃事務所に関しては、ご参照いただければと思います。 

  資料３のほうで、幾つかピックアップして特徴的な施策をご説明いたします。 

  これは22年度実績と23年度の施策ということで、一番初めに新宿の森の事業ということ

で、新宿区の特徴的な温暖化対策の一つとして進めているわけでございますが、新宿の森

は、現在大きくは３つありまして、伊那市と沼田市とあきる野市に新宿の森を開設したと

いうところです。 

  所在地等々は記載のとおりですが、対象面積は伊那市が282.97ヘクタールで、毎年30ヘ

クタールずつ間伐していく。あと、間伐は山の奥で行っているのですが、それとは別に、

ますみが丘という平地林が0.4ヘクタールあって、そこでは環境学習をやっています。 

  群馬県の沼田市は17.2ヘクタール、東京都あきる野市は3.73ヘクタールでございます。 

  借用期間は、それぞれ伊那市は５年間、沼田市は10年間、あきる野市が11年間。 

  22年度実績でございますが、伊那市では間伐をやっております。沼田市、あきる野市は

植林でございます。 

伊那市では、22年度については29.87ヘクタールを委託により間伐し、これとは別に間伐

体験ということで、これは0.4ヘクタールの平地林でやっているのですが、小学校４校の生

徒を連れていって実施したり、環境学習情報センターが実施したりして、区民の間伐体験

等々を環境学習の視点からやっております。 

  つぎに沼田市ですが、森林整備3.93ヘクタールということで、ここではコナラ等を8,100

本植えました。5月には、区民の方、新宿エコ隊員の方が中心ですが、学校の生徒等も一緒

に植林体験をしました。植林をしたら、その後、草がいっぱい生えますので、８月に下草

刈り体験をやっております。 
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  新宿の森を開設したのが平成22年度でしたので、5月の森林整備体験の際にオープニング

イベント等々をやりました。 

  あきる野市に関しましては、平成22年度末の３月に、植林体験等をやる予定でしたが、

ちょうど３・11の地震の後だったので、開設イベントを中止して、この10月末に延期にな

っていますが、一定の規模は森林組合等々にお願いして進めているところです。 

  平成23年度ですが、伊那市は、毎年、５年間30ヘクタールずつ間伐ということで、実は、

本日、伊那市の間伐地を確認に出かけるのですが、23年度については32.13ヘクタール間伐

する、また間伐体験等々も行うということです。 

  沼田市では、今年度8.41ヘクタールの森林整備、これは为に植林と下草刈りですが、既

に実施しております。下草刈りはこの８月にやってきました。 

  あきる野市は、先ほど申し上げましたように、これから10月29日に植林イベントをやる

予定になっています。 

  こういうものを踏まえて、いわゆる全体としてカーボンオフセット事業ということで、そ

れぞれ間伐とか植林したところの森林が元気になって、ＣＯ２の吸収量がふえるということ

で、伊那市については、長野県に認証してもらっており、平成22年度は225.7トンのＣＯ２

吸収量があるということを認証してもらっています。 

  沼田市に関しては、群馬県に、平成22年度については11.9トンのＣＯ２吸収量ということ

で認証してもらっています。 

  これらの吸収量を新宿区のＣＯ２の排出量から差し引くというのが、カーボンオフセット

の事業です。 

  次に、２の太陽光発電システム等補助金ですが、これは、資料が後ろから２枚目のところ、

別紙１というところです。 

  これは、平成21年度から実施している事業ですが、太陽光発電システム等の導入に対し

て、補助金を支給するという事業です。 

  種類は、そこに書いてありますとおり、個人で住宅用の太陽光発電システム、太陽熱の給

湯、太陽熱の温水、またエコキュート、エコジョーズ、エネファーム、エコウィル、高反

射率塗装と雤水利用設備、そしてその下の10番目は事業者用の太陽光発電システム、これ

は22年度から始めました。 

  それらの実績ですが、21年度については、住宅用太陽光が85件でかなり件数が多い。22

年度についても、113件ということで、かなりの件数です。 
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  そのほか、エコジョーズ（潜熱回収型給湯器）も287件、エコキュートもかなり出ていま

すが、かなり多いですね。 

  そういうもののいろんな設備等々の導入に対して、区としては補助して、21年度につい

ては、さまざまな導入が合計して457件あって、補助合計額が6,172万4,000円です。 

  22年度は、492件で7,377万6,000円ということです。 

  太陽光発電の補助額、注記してありますが、導入当初は１キロワット当たり18万で、限

度額80万ということで、これはおおむね日本一の補助額でした。ただ、その後、太陽光の

余剰電力の買い取り制度等が始まったり、一番初めに導入するということはかなり抵抗感

がありますが、だんだんと機器の値段等々も安くなってきたりとか、そういうことも踏ま

えて、今は、１キロワット当たりの単価は14万、限度額が50万ということに変更していま

す。 

  今後、単価につきましては、この14万でもかなり高い方なので、23区等々の動向等も踏

まえて、単価等に関しては今後も検討調整していきたいと考えています。 

  次に、環境学習情報センターとリサイクル活動センターですが、これも別紙２に書いてい

ます。環境学習情報センターとリサイクル活動センターは非常に多くの事業をやっていま

すが、この管理に関しての記載ですが、１の区立環境学習情報センターと区民ギャラリー

は一体的な施設になっており、これの管理は、指定管理という方式をとっております。 

これは、中央公園にある施設ですが、ＮＰＯ法人新宿環境活動ネットに指定管理をやっ

てもらっていますが、委託期間が平成20年４月１日から来年の３月31日までということな

ので、ことしはちょうど指定管理者の選定の年に当たっております。 

10月に選定委員会を開いて、新たな募集等をして、また指定管理者を選定し、区議会で

議決してもらうということになります。 

  リサイクル活動センターに関しましては、２つのリサイクル活動センターの現在の動きで

すが、新宿リサイクル活動センター、これは高田馬場の駅のすぐ近くにあるんですが、こ

れを今、老朽化等のために建てかえるということで、この３月31日に施設閉鎖をしており

ます。この９月から解体を始めまして、来年の１月を過ぎてから建設工事にかかるという

ことで、でき上がりが平成25年の９月を予定しています。新たなリサイクル活動センター

として、リサイクル活動の拠点としていきたいということです。 

  西早稲田リサイクル活動センターに関しては、平成２２年５月１日から平成２５年３月

31日まで指定管理をお願いしているところですが、これも、旧戸塚小売市場という施設を
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改修して、西早稲田リサイクル活動センターとして平成２２年５月１日から開いていると

ころです。リサイクル活動センターと環境学習情報センターに関しては、このような動き

の中でやっております。 

  また戻っていただきまして、次が４の区の節電（ピークカット）の取り組みということで、

東日本大震災に伴う電力供給力不足、これは皆さんご存じのとおりですが、こういうこと

に対応するために、区の施設全体で、節電、いわゆるピークカットに取り組みました。こ

れは、当然、民間の施設等もみんな取り組むのですが、区は率先して取り組もうというこ

とで、区有施設の節電、この節電の実施期間は７月１日から９月30日です。ですから、ま

だ節電期間ということでやっております。 

  今回、７月の実績が出ましたので、もとのデータは東京電力からもらったものですが、そ

れを区の施設で整理したものがこの表です。 

  この表は、９つの、例えば一番上の「本庁舎・分庁舎 30％」と書いてあるのですが、

これは、本庁舎と分庁舎を合せて、昨年のピークから30％は削減すると、いわゆるピーク

カットしようというもので、このように９つのグループに分けて、それぞれの目標を立て

ました。中には、福祉施設等はそこに目標値が８％と書いてございますが、このように余

り無理をしないというか、そういうものに設定しました。子供の施設とかお年寄りの施設

とか、そういうものは余り無理をしない。でも、全体として、トータルとして15％を達成

しようという計画です。 

  実績ですが、（Ａ）のところですが、23年７月ピーク電力ということで、これが今年の

７月実績のピーク電力です。これを本庁舎等であれば、どこから30％削減するかというと、

削減対象ピーク電力、22年の７月から９月の間の一番高いところから30％削減するという

ことで、本庁舎と分庁舎で言うと、今年７月のピーク電力が701キロワット、昨年のピーク

が1,058キロワット、そうするとこの削減率が33.7％ということで、目標の30％は上回って

いる、節電をしているということす。 

  その隣の前年同月ピークというのは、これは平成22年７月のピーク時電力で、これと比

べてもおおむね同じような形です。 

  その右の欄の参考となっている電力使用量というのは、これは、ピークカットではなくて、

いわゆる量、キロワット・アワー、これに関しても、今年の７月と昨年の７月と比較して、

使用電力量の方も33.8％の削減ということです。 

  こういうような表をそれぞれのグループごとに作って、それを総計したものが一番下の欄
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ですが、これで同じように見ていただきますと、７月のピーク電力は昨年のピーク電力と

比較して22.0％の削減、また使用電力量のほうも21.7％の削減ということで、全体として、

目標である15％は大きく上回ることができたということです。 

  こういう結果を受けて、区としてはさまざまな節電に取り組んでおり、その一環の中で、

地域センター等々の区民向けの施設の輪番閉館、順繰りに閉館して全体の電力を下げよう

ということを一時やりましたが、区民サービスの観点からもある一定程度のことをやって

いこうということで、こういう実績等々も踏まえて、もう既に輪番閉館はやめています。 

  今後も、９月９日に、いわゆる電力の使用制限令の前倒し解除ということが政府から発表

されていますが、それも踏まえながら、節電自体は非常にいいことなので、我々としては、

区民サービスを低下させない範囲で、これまでのような節電は継続していきたい。 

また、冬場にかけて、また電力の需要が高まるということもありますので、節電をして

いきたいと思います。経費の節約にもかなりなっております。 

  次に、５の新宿区の放射線測定です。これも、東京電力の福島第一原子力発電所の事故を

受けて、放射性物質が出たということも踏まえ、新宿区としても、放射線の測定を実施し、

その結果を区のホームページで随時公開しています。 

  また、区民を対象に、この９月１日から測定器の貸し出しも既に実施しています。測定の

種別は、これはホームページからおおむねそのまま持ってきたものですが、測定の種別と

しては、定期の測定ということで、区内２カ所、１つは弁天公園と、あともう１つは靖国

通りの区役所のすぐ近くのところで測定をしています。もう一つは、区内各施設というこ

とで、保育園、児童館等々ですね。これらが、いわゆる空間放射線の測定です。 

３以下は、いわゆる物質の放射線量の測定ですが、砂場の砂等の放射性物質等々、こう

いうものも測定して、その測定結果をホームページで随時公表しているところです。 

  以上のようなところです。 

○会長 ありがとうございました。 

  お聞きになりましたように、かなり事業自体は広範にわたっておりますし、今日皆さん方

からご質問等でいただいても切りがないと思います。また、別の機会というか、専門部会

等においても同様にいろいろお聞きになるようなチャンスがございますので、きょうは、

一応、時間的にも限られていますので、その範囲内で、いろいろ皆さん方から、ご質問、

ご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

  どうぞ、どの点からでも結構です。 
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○瀧口委員 １つ、カーボンオフセットで、いわゆる250トンのＣＯ２吸収量になりますね。

これは、何か先ほど差っ引いたという、京都議定書と同じようなやり方で差っ引いたと、

ＣＯ２の分母を何か差っ引いたというお話があるようですけれど、それはエネルギーの使用

量にどこか反映されているのですか、このページに。 

○環境対策課長 それは、ＣＯ２の排出量、これは区全体の話ですね。新宿区でおおむね310

万トンぐらいのＣＯ２排出がありますが、そういう中で250トンということで、この区のＩ

ＳＯの先ほどの集計には入っていません。 

○安田委員 今の件に関連して、ＣＯ２１トン当たりどのぐらいお金がかかっているかという

のはわかりますか、回数、カーボンオフセット事業。 

  新宿区みたいな都心の区がこういうのをやるというのはすごく大事で、すごくＰＲすべき

だと思うのですけど、同時に費用対効果という、そういう視点も必要なので、両方、ＰＲ、

何か新聞に出ていましたよね、去年、かなり大きくね。それから、区民の方へのＰＲとか、

それと費用便益というか、どのぐらいお金がかかっているのかなというのがちょっと気に

なるのですけど。 

○環境対策課長 １トン当たり幾らぐらいの経費がかかっているか。 

○安田委員 そうですね。 

○環境清掃部長 伊那で幾らかかっているんだっけ。伊那が3,000万ですね。 

○環境対策課長 歳出の方が3,000万ですね。 

○環境清掃部長 ほかのは、どちらかというと、植林という余りカーボンオフセットの時期で

もないので、実質的には伊那だと思うのですけども、大体3,000万を何年間…… 

○環境対策課長 3,000万なのですけど、補助金と、あと間伐材の…… 

○安田委員 補助金というのは国からですか。 

○環境対策課長 長野県からですけど、県。 

○安田委員 ああ、長野県、もとは国ですか。 

○環境対策課長 もとは国です。あと、間伐材を売った歳入もありますので、そういうものを

引いてやっていくと約2,000万ぐらい。 

○安田委員 約10万円ぐらいですかね、今のところ。 

○環境対策課長 大ざっぱな計算ですけれども、１トン当たり約十七、八万。 

○安田委員 これはもっとＰＲすべきじゃないですかね。新宿区なんか、対外的なイメージと

しては、新宿みたいな都心部というのは、オフィスビルで環境コストが大き過ぎるので、
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非常に必要を感じるのが多いというイメージが非常に強いので、それが一見関係ない伊那

市で、姉妹都市ですか、前、結んでいたのを受け入れたんです。というところで、植林事

業とかカーボンオフセット事業でやっているというのをもっと宣伝していいと思うのです。 

○環境対策課長 宣伝には努めたいと思いますけど、今、東京都下の62市区町村でカーボン

オフセットの委員会を実はやっているのですけれども、その委員にも新宿区は当然なって

くれということでなっていますし、また新宿区の例は常に発表してくれということで発表

して、そういうところでも広めています。 

  それ以外のところでも、できる限り我々もこれはＰＲしていきたいと思います。 

○安田委員 23区では、新宿はやっているほうでしょう、これ。 

○環境対策課長 全国でも恐らく新宿が、自治体としては初めて取り組んで、23区では、あ

と港区があきる野市とやり始めております。それとまた、23区ではないのですが、府中市

が、最近、長野県のある市と、その際には、府中市から我々のところに盛んに研究しに来

ていました。 

○横山委員 これは、私も実は沼田の方の下草刈りに参加させていただいたのです、実は。単

にそういうカーボンオフセットというだけではなくて、区民の方が、これに参加して、そ

れでやはりこういうことを一緒にやっていくということで、区民の方のそういう環境意識

の向上とか、いろんな意味で非常にすばらしいものだと思います。 

○環境対策課長 我々としても、単にＣＯ２削減ということではなくて、やはり本当にいつも

区民の方たちに一緒に行ってやってもらっています。そういう意味で、体験を通して環境

学習するということでは、一緒に行った区民の方からは、いろんなよさというのを言われ

ていますので、そういうところを積極的にＰＲしていきたいと思います。 

○安田委員 学生なんかにごみ拾いとか、僕は前に筑波大学にいたときからやっていて、今は

関東学院大学に来たので、周辺の海岸の清掃、ごみ拾いをやらせるのですけど、ごみ拾い

をやると、もちろんいろんな体験をするのですけど、ごみを捨てるということができなく

なると、学生が言っていたのですけど、体験学習はそういう教育効果は非常に大きいので、

そういうカーボンオフセットとデータで出るものも大事だけど、かなりそういう視点で総

合学習……、学習というよりも、体験というか、非常にいいんじゃないかなと思いますね。

どうもありがとうございます。 

○会長 では、ほかにどうぞ。 

○小野委員 新宿区の防災メールを携帯電話で受信しているのですけれども、ピンポイントで
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豪雤のお知らせ情報とかが来て大変便利なのですが、この夏、節電ということで、二、三

回、あしたの何時から何時までは、大変、電力を使うおそれがあるので、周辺も含め、呼

びかけてくださいみたいな、そういうメールをいただいてすごくよかったんですね。まだ

まだ防災メールとか、また防災メールで節電のそういう呼びかけが来るということも、周

辺は知らない人がほとんどで、お知らせして回っているのですけれども、すごく好評なの

で、ぜひ区のほうで、区の節電は本当にこれほど取り組んでいただいているので、区民と

いうところで、頑張っている方は大変頑張っているとは思うのですけど、広く呼びかける

意味でアピールしていただいたらいいのかなというふうに、区民の立場で思います。 

  あともう一つ、５番の新宿区の放射線量測定についてなんですけれども、やっぱり区民だ

と、今日が高いのか低いのかとか、また区内でホットスポットみたいな場所はないのかと

か、園児が触れてはいけない土だとか、そういうことが気になって、気になってしようが

ない部分もあるので、測定値のほかに、何かワンポイントアドバイスというか、今日は高

いとか低いだとか、異常なしだとか、そういう本当にわかる、安心できるようなものをお

知らせしていただけると、すごくいいかなと思います。 

  さっきの防災メールにリンクしてもいいかと思うのですけれども、すごく意識が高いので、

本当にこの際しっかりと、区民の立場の啓蒙というか、そういうのを図っていただければ

いいかな、なんて思っております。 

  ありがとうございます。 

○環境対策課長 １点目のまず防災メールを活用して節電情報を流した。これは、新宿区と低

炭素社会戦略センター、略称してＬＣＳというのですが、そこと我々が連携して、もとは

東電とか国とかからデータが来るんですが、そういうものをいち早く区が持っている防災

メールとか、あと教育委員会が父兄の方に持っているメールですとか、そういうツールを

使って、電力が足りなくなりそうなときに流すという試みを今年しました。それが非常に

好評だということを聞いて、我々も一つ安心したのですが、ああいうものは余りいっぱい

流すと、逆に受け取るほうも大変かなと思ったのですが、我々としても今年そういう試み

をして、評価されたということで、今後も、何かあれば、そういうことを考えてみたいと

思います。 

  また、２点目の放射線の測定ですが、このような形でやっていて、放射線の測定に関して

は、評価というか基準が非常に難しいですね。しっかりしたものがなかなかないのですが、

先ほどの何かのアドバイスみたいなものもあればということで、それはご意見として承っ
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て、担当の所管等に伝えていきたいと思います。 

○環境清掃部長 放射線ですけども、新宿の場合は、やはり基本的にはそんなに汚染されては

いないだろうという予想がありました。一方で、やはり心配されているのは間違いないの

で、今回測定したのは、学校とか幼稚園とか、それから砂場のある公園はすべて測定した

のですが、やるに際しても、通常に真ん中だけ測ればいいというものではないと思いまし

たので、高いのではないかとよく言われている側溝とか、そういうところの周辺を必ず含

んで、あるいは施設の人のご意見を聞きますと、恐らく心配な声が保育園なんかだったら

お母様方から来ていると思いますので、そういう心配なところをねらって測定して、その

結果を今、ホームページに全部載せていますけども、正式な基準というのは、今、出てい

ないんですけども、よく言われている基準を超えるような施設はございませんでした。 

  それから、幸いといいますか、東京都の測定のモニタリングポストが区内の百人町にあり

まして、あそこが１時間単位でずっと測定しておりますので、それはもう本当に利用させ

ていただいて、それと同じものをつくると、やっぱり1,000万単位のお金がかかってしまい

ますので、それを利用させていただきながら、私どもは広い範囲で測定して、それをあわ

せて判断していただければと思っていますので、今後もそんな方向で進めていきたいと思

っております。 

○溝口委員 放射能のあれは、基準値というものを同時に示されるというのはいかがなんです

か、基準値。 

○環境対策課長 基準値が、例えば国とかがしっかり示してくれればいいのですけど、それが

ないんですね。だから、参考値みたいなもの、これは出ていますね。 

○瀧口委員 例えば砂なんかだと、文科省が出している目標値と、それから20ミリシーベル

トを超えてはいけないというのから来ているのと、１ミリシーベルトに基づく基準値とい

うのが２つありますよね。そういうものを示されると、この数値の位置づけがよくわかる

のじゃないかなと。 

○環境清掃部長 ホームページに載せておりますのが、いわゆる１ミリシーベルトという、そ

れに照らしても、現在の数字は問題ないという形で示させていただいていますので、具体

的な基準がある場所はいいのですけど、単純に空間がどうなきゃいけないというのはない

ものですから、ぴったりはまる基準値がないのですけれども、そういう中で、実際こうい

うところで使っている基準値を使っても問題ありませんよという形では、今、示させてい

ただいております。 
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○瀧口委員 年間の被曝線量が、１ミリシーベルトが目標でしたね。20ミリシーベルトが現

在のような非常事態のときの目標値でしょう。それについて、基づいている数値が示され

ると、低いというのは低いのでしょうけど、どのくらい低いのかなと。 

○環境清掃部長 よく言われている数字で言えば、0.2μSV/hあたりが一つの基準になってい

たと思うのですが、今まで測定した中では、そういう場所は区内にはありませんでした。

そういう形でお示ししていきたいと考えております。 

○環境対策課長 ここに出ていたシーベルトの値を先ほどの基準値に換算するのが、我々、単

純に計算してみたのですけど、そうではないらしいですね。 

○環境清掃部長 いやいや、単純にじゃなくて、ちゃんと計算したのを今、ホームページに載

せておりますので、ごらんいただければと思います。 

○甲野委員 今、百人町のデータ、あれは毎日夕方６時半ぐらいのニュースで必ずやっており

まして、あれを見ていれば、大体平常値というか、前の自然放射能と同じぐらいだという

からすぐわかると思う。尐なくともいろんな点で不安があったらば、１つでもそういうデ

ータを見ていただいて、そして大体安定していると。 

  それから、東京は何といっても離れていますけれども、ご存じのとおり、土地ずれをして、

静岡あたりのお茶に、あれは、結局、雤の影響だと思のです。たまたまずっと放射性物質

を含んだ雲が流れていったときに雤が降ると、そこにぱっと落ちると。東京の場合はほと

んどそれもないと思うのですけれども、大体さっきからお話が出ています経験で大体たま

りそうなところはわかるわけね、側溝とか、雤どいの下とか。そういったところをねらい

撃ちすればあれですね。 

  あと、それから最後の１ミリシーベルトにどうやって換算するかということ、ややこしい

ですけれども、ただ私の感じとして、東京都の場合は元々が低いですから、かなりオーバ

ーな安全側のモデルですね。例えば、子供が砂場で何時間か遊ぶというようなことについ

ても、尐しオーバーな、普通子供は、そう24時間遊ぶわけでないですから、それを何時間

も遊ぶというような、そんなふうなモデルを幾つか作ってみても、恐らく安心できる判定

の基準が出るんじゃないかというふうに希望的観測を持っています。 

○環境清掃部長 私どもが計算しているのは、８時間をその場所にいて16時間を屋内で過ご

して、それと、もともとの自然放射能が、東京都の場合はずっと測定していて、大体0.05

前後だと言われていますけれども、それを基準にして計算した結果で言うと、いわゆる１

ミリシーベルトには達していないというのが現在の数値です。 
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  先ほどもお話がありましたように、東京都でも、場所によってちょっと高い場所がありま

して、例えば、足立区、葛飾区あたりまでは、砂場を測定した結果、砂を交換していると

いう例も正直言ってございます。ただ、新宿の方には、先ほどお話があった、その雲が来

た時間に、雤が降るというのがなかったために、ほとんど落ちていないのではないかなと

いうふうに考えております。 

○戸梶委員 本当にご迷惑をおかけしております。 

  私どもの福島第一原子力のほうも、第１ステップを何とか曲がりなりにも達成して、第２

ステップに移っておりますけれども、放射線の排出量については、本当にもう何千万分の

一というような感じに今なっておりまして、今後は恐らく、今、順調に進んでおりますの

で、新たなる放出ということは考えられませんので、この値が今後はふえていくことはな

いということを今何とか感じていることで、ご理解いただきたいと思います。すみません。 

○会長 では、ほかの点についてどうですか、ほかにございましたら。 

○松井委員 余り関係ないのですが、先ほどの節電メールは、教育委員会から通して、小学校

のほうの連絡網として回ってきたのですが、それが回ってくるということについて、何か

の形で事前に周知されていたのかわからないのですが、夏休み中に急にメールが学校から

入ったので、何があったのかと思って、初めはすごくびっくりしてしまいました。3通ほど

入ったので、途中からは、あっ、またそのメールだなと思ったのですが、私の見落としか

もしれませんが、一応こういうメールを流すかもしれないということが一言あれば、あり

がたかったなと思いました。 

○環境対策課長 今回、急遽、今まである区のそういうツールを使ってやって、教育委員会に

関しましては、当然、事前に我々はご報告して、教育委員会から校長会等々と通じて学校

のほうにお知らせしたり、または広報にも掲載したり、我々、町場にも出かけていって、

例えば区の町会連合会等にも事前に説明に行って、できる限りそういうふうに周知を図っ

たのですが、より一層周知を図るようにしたいと思います。 

○松井委員 ありがとうございました。 

○会長 では、ほかにございましたら。 

  では、ございませんようでしたら、またいろいろな機会、専門部会とかございますし、そ

の際にいろいろお尋ねになっていただければというふうに思います。 

  どうもありがとうございました。 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   
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    ◎その他 

○会長 これで、一応、用意されました議事内容を終わったわけですが、事務局からほかにご

通知すること等ございましたらお願いします。 

○環境対策課長 今後の日程等ですが、第２回の環境審議会を11月１日火曜日の13時から予

定しています。議題としては、紀尾井町の南地区開発事業に係る環境影響評価書（案）、

いわゆる環境アセスメントに対する区長意見（案）を検討するということが１点ですね。 

  13時半からは、専門部会との合同会議として、飯田哲也氏の講演と、区長も交えまして、

質疑応答を予定しております。これは、環境基本計画を策定していくに当たって、区長か

ら、まずそういう今後の計画をつくるに当たって、エネルギーのことに関して勉強したい

ということで、新宿区という非常にエネルギー消費の多い都市型自治体が今後どういうよ

うなスタンスで考えていけばいいのか、勉強するということです。 

  この合同会議を終了後、15時からは第１回の専門部会の開催になりますので、専門部会

員の方には、長時間になりますが、それにもご出席願いたいということでございます。 

  次回の審議会については、詳細が決まり次第、開催通知を送りたいと思います。 

○会長 わかりました。ただいま事務局からご通知がありましたように、次回は11月１日の

火曜日ということで、その中では、区長ともども、飯田哲也さんから、エネルギー問題に

ついてお話を伺ったり、また審議会のあと、専門部会も開催されるようですので、ご多忙

のところ恐縮ですが、よろしくご予定のほどお願いしたいと思います。 

  では、本日の審議会、これをもちまして終了させていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

午後３時34分閉会 


